
認定処分等の通知から裁決までの送達まで 

 

 （フロー概要） 

 
 

                           

                       

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

④弁明書の提出（市町村） 

①行政処分通知（市町村が行う処分等） 

⑥必要に応じて調査の実施（介護保険審査会） 

⑦介護保険審査会の開催 ＊複数回の開催も可能 

③審査請求を受理（介護保険審査会） 

②審査請求書提出（被保険者）＊処分があったことを知った日から３カ月以内 

⑤反論書の提出（被保険者） 

⑧    裁      決   

 

⑨送 達 ＊介護保険審査会は裁決書を審査請求者及び市町村に送付する。 


